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　前田公園は、震災で全壊した邸宅跡に、和
風の公園として平成16年４月にオープンしまし
た。この公園は、住民が設計に参加し、従前
住んでおられたかたの希望を取り入れ、邸宅
の跡地にあった庭や樹木を活用し、あずまや
とトイレも和風に、遊具もモニュメント風に
石を活用して作られました。
　穂をつけたススキが風にゆれ、あずまやか
らは秋風景が感じられます。
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　芦屋市自治会連合会主催の「まちづくり懇談会」が開催されます。本市か
らは市長・副市長・教育長・部長級職員のほか、警察署からは生活安全課長・
交通課長が出席し、まちづくりに関する身近な問題について、市内自治組
織代表や市民の皆さんと意見交換を行います。
���　11月16日（金）午後２時～４時　���　市民センター 401室
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①
寝
た
ば
こ
は
、絶
対
に
や
め
る

②
ス
ト
ー
ブ
は
、燃
え
や
す
い
も
の
か
ら
離

れ
た
位
置
で
使
用
す
る

③
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と

き
は
、必
ず
火
を
消
す

④
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、住
宅
用
火
災

警
報
器
を
設
置
す
る

⑤
寝
具
・
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火

災
を
防
ぐ
た
め
に
、防
炎
品
を
使
用
す
る
。

⑥
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、住

宅
用
消
火
器
等
を
設
置
す
る

⑦
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を

守
る
た
め
に
、隣
近
所
の
協
力
体
制
を

つ
く
る
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①
燃
え
や
す
い
も
の
を
家
の
周
囲
に
置
か

な
い

②
家
の
ま
わ
り
を
明
る
く
す
る

③
自
動
車
や
バ
イ
ク
の
ボ
デ
ィ
カ
バ
ー
は
、

防
炎
製
品
に
す
る
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①
防
火
管
理
体
制
の
充
実

②
避
難
施
設
等
お
よ
び

消
防
用
設
備
等
の
維

持
管
理
の
徹
底

③
防
炎
物
品
の
使
用
の

徹
底
お
よ
び
防
炎
製

品
の
使
用
の
促
進

���　12月１日（土）午前９時～午後０時30分<雨天時はビデオ学
習>　����精道小学校　���　①自転車の交通ルールに関す
る学科講習②実技試験※講習後「自転車運転免許証」または「自転車
教習修了書」を発行　���　①小学校４年生ほか（保護者参加可）
40人②高齢者20人　����　自転車・筆記用具　�����　１１
月22日（木）までに、住所・氏名・電話（ファクス）番号・年齢（学年）を
記入し、ファクスまたは郵送で下記へ
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　上記期間に県下一斉に実施され、市内の各駅前で自転車利用者のマナー
向上と迷惑駐輪の防止を呼びかけます。放置自転車のない、安全で快適な
まちにするため、自転車やミニバイクを利用するときは、自転車駐車場を
利用しましょう。
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